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講
演
で
は
、
イ
ン
ス
リ
ン
の
働
き
や
、

ど
う
や
っ
て
血
糖
が
下
が
る
の
か
な
ど
の

体
の
し
く
み
を
詳
し
く
学
び
ま
し
た
。
講

演
で
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
の
と
お

り
で
す
。

1
食
物
繊
維
は
血
糖
値
を
ゆ
っ
く
り
上
げ
る

　

食
物
繊
維
は
、
食
品
中
の
脂
肪
や
糖
質

の
吸
収
を
遅
ら
せ
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

　

糖
質
の
吸
収
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

イ
ン
ス
リ
ン
が
一
度
に
た
く
さ
ん
出
る
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。
結
果
的
に
、
血
糖

が
高
く
な
る
時
と
イ
ン
ス
リ
ン
が
出
る
タ

イ
ミ
ン
グ
が
接
近
し
、
イ
ン
ス
リ
ン
量
が

少
な
く
な
り
ま
す
。（
下
の
図
を
参
照
）

2
食
事
の
リ
ズ
ム
・
時
間
と
量
の
大
切
さ

　

た
く
さ
ん
の
量
を
食
べ
る
と
、
イ
ン
ス

リ
ン
は
一
度
に
た
く
さ
ん
分
泌
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
早
食
い
も
血
糖
値
を
早

く
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
食
事
の
時
間
は
、

で
き
れ
ば
１
食
２０
分
く
ら
い
ゆ
っ
く
り
時

間
を
か
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
夜
遅
く
食
べ

る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
使
わ
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
結
果
、肝
臓
に
た
ま
っ
た
り
（
脂

肪
肝
）、
脂
肪
組
織
に
た
ま
っ
た
り
し
て
、

肥
満
に
つ
な
が
り
ま
す
。

3
単
純
糖
質
は
血
糖
値
を
急
上
昇
さ
せ
る

　

吸
収
が
は
や
い
単
純
糖
質
の
食
品
（
果

物
、
お
菓
子
、
ジ
ュ
ー
ス
、
お
酒
、
ビ
ー

ル
な
ど
）
を
多
く
と
る
と
、
血
液
は
高
血

糖
状
態
に
な
り
、
一
度
に
た
く
さ
ん
の
イ

ン
ス
リ
ン
を
必
要
と
し
ま
す
。
糖
尿
病
ガ

イ
ド
（
基
準
）
で
は
、
砂
糖
は
１０
ｇ
（
大

さ
じ
１
杯
）
以
下
と
さ
れ
、
果
物
は
糖
の

吸
収
が
早
い
の
で
８０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
（
み
か
ん

中
２
個
）
以
下
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

4
運
動
で
血
糖
を
使
う

　

血
糖
値
が
上
が
る
食
後
１
時
間
〜
２
時

間
頃
に
、
運
動
し
て
筋
肉
で
糖
を
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
使
い
ま
し
ょ
う
。
運
動
習
慣

が
あ
る
と
、
ス
ム
ー
ズ
に
筋
肉
に
糖
を
取

り
込
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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１０ 月 ２４ 日に開
催した管理栄養
士林

はやし

律
り つ

子
こ

さんの
講演から糖尿病
予防のポイント
を紹介します

健診の結果から
生活を見直し、
健康を守りましょう

国
保
お
し
ら
せ
シ
リ
ー
ズ
　
自
己
負
担
限
度
額
の
制
度
改
正
編

　

平
成
２７
年
１
月
か
ら
７０
歳
未
満
の
人
の
１
ヵ
月
の
自
己
負
担
限
度
額
の
負
担
区
分
が
細
分
化

さ
れ
ま
す
！

　

現
在
発
行
済
み
の
限
度
額
適
用
認
定
証
は
変
わ
り
ま
す
の
で
、
１
月
に
新
た
な
区
分
に
変
更

し
た
も
の
を
郵
送
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

※�

入
院
等
で
あ
ら
か
じ
め
高
額
な
医
療

費
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
限
度
額

適
用
認
定
証
の
申
請
を
お
勧
め
し
ま

す
。
詳
細
は
保
険
年
金
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平成２６年１２月３１日まで

平成２７年 １ 月 １ 日から

区分 自己負担限度額【月額】
Ａ（上位所得者）

基礎控除後の年間所得６００万超
１５０,０００円＋(医療費−５００,０００円)× １ %

<８３,４００円>

Ｂ�(一　　　　般) ８０,１００円＋(医療費−２６７,０００円)× １ %
<４４,４００円>

Ｃ(住民税非課税) ３５,４００円
〈２４,６００円〉

区分 自己負担限度額【月額】

ア
基礎控除後の年間所得９０１万円超

２５２,６００+（医療費-８４２,０００円）×１％
〈１４０,１００円〉

イ
基礎控除後の年間所得６００～９０１万円

１６７,４００+（医療費-５５８,０００円）×１％
〈９３,０００円〉

ウ
基礎控除後の年間所得２１０～６００万円

８０,１００円+（医療費-２６７,０００円）×１％
〈４４,４００円〉

エ
基礎控除後の年間所得２１０万円以下 ５７,６００円 〈４４,４００円〉

オ
住民税非課税 ３５,４００円 〈２４,６００円〉

注�〈　〉内の金額は過去１２ヵ月以内に高額療養費の支給を ３回受け、 ４回目以降の支給
に該当した場合の限度額です。区分判定の基礎となる所得については、窓口でお問い
合わせください。

血液上昇とインスリン上昇のタイミングを接近させる

・ゆっくり食事する
・食物繊維を十分に
　摂取
・糖類分解酵素阻害剤

・ナテグリニド
　（速効性インスリン
　分泌）

インスリン

（資料　セミナー生活習慣病）

血　糖


